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本稿においては、打ち続く戦乱による人と

社会の徹底的な破壊ののち、1990代以降、

法・司法制度の根本的な導入が急速に行われ

つつあるカンボジアを取り上げ、そこでの

ジェンダーに関する法曹教育を、q日本の法

曹養成制度支援におけるジェンダーの位置付

けと、wカンボジア女性省が行う DV 防止法

の裁判官・検察官研修に注目し、その状況を

報告する。そのうえで、カンボジアのジェン

ダーに関する法曹教育における課題を概観し、

この研究が一部をなしている法曹継続教育に

ついての比較研究のなかに、これら課題を位

置付けることを試みる。

キーワード：法曹継続教育、ジェンダー、カ

ンボジア

第一章　はじめに

１．本比較研究の問題関心と対象国

日本におけるジェンダーに関する法曹継続

教育は、現在その改善が国際的な責務とされ

ているが、このような現状を理解しその改善

に向けた枠組提示のため、裁判官、検察官、

弁護士への法曹継続教育（Continuing Legal

Education、以下 CLE）におけるジェンダー

問題への対応についての比較検討を行うのが、

本研究が一環となっている共同研究の目的で

ある1）。

ジェンダーという周辺的な知や法への開か

れた対応は、法曹、特に裁判官への教育・研
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修において、いかにして可能になるのか、な

ぜならないか、その持つ意義は何か、が問い

である。CLE の内容は、法学部教育、ロース

クール教育、その他の法曹養成における教育

とともに、判決や司法のあり方に直接に反映

される可能性をも持つものであり、ひいては

その国の司法全般のあり方にも影響を与える

可能性を持つ。本共同研究は、このような

CLE について、未だ周辺化されやすい知であ

るジェンダーを切り口に、法曹教育ひいては

司法のあり方の理解を試みるものであり、変

数は多く複雑である一方、その国の法曹教育

の課題やジェンダーと法にかかわる状況が一

挙に描き出される側面も持っており、ジェン

ダーに関する視点が持つ大きな可能性を提示

するものでもある。

法曹継続教育におけるジェンダーのあり方

を規定する要因として共同研究の開始当初、

特に考慮したのは、①法曹制度、②法曹養成

制度、③法圏（英米法、大陸法）、その国の

④ジェンダー状況であった。

一見きわめて静的にも見える日本の CLE で

はあるが、それが存在している場自体は、実

際は重なり合う法と制度の継受とその変化の

ただ中にあると予想される。近年のロース

クール制度導入は言うまでもなく、たとえば、

法曹一元的な制度の採用についてもきわめて

部分的なものながらも行われ、法圏について

も、大陸法圏とみなされる一方、戦後はアメ

リカ法が、司法・裁判制度を含めて大きな影

響を与えている。また、近年大きな流れと

なっている法のグローバリズムおよびアメリ

カナイゼーションも考慮されなければならな

い。とくにジェンダーに関する法については

国際的な強い流れが存在する。

ジェンダー状況については、それが CLE に

組み込まれるためには、ジェンダーの理論お

よび／または女性の権利に関する議論が司法

で影響力を持ち得る状況にあるか、または

ジェンダー関連の新規の立法などがなされて

それが注目を受けている必要があることが予

測された。しかし、研究開始時点にはこのよ

うなことがら自体が不明である国も多かった

ため、ジェンダー状況については、 3 つの

ジェンダー指数（ジェンダー開発指数Gender

Development Index（GDI）、ジェンダーエン

パワメント指数Gender Empowerment Measure

（GEM）、ジェンダーギャップ指数 Gender

Gap Index（GGI））を手掛かりとすることと

した。

そこで、これらの四点をとくに考慮して、

共同研究者らの調査可能性も考慮したうえで、

日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア、

ドイツ、フランス、フィンランド、韓国、

フィリピン（開始当初はインドの予定）、カ

ンボジアのおよそ10の対象国を選び出した2）。

２．調査対象国としてのカンボジア

先に述べた英米法・大陸法という従来の比

較枠については、より具体的な比較を考えた

とき、日本は、他の多くのアジア諸国同様、

大陸／英米法圏の国というよりも継受国とし

て位置付けるのが適切と考えられ、アジアの

法継受国として、フィリピン、韓国、そして
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カンボジアを選択した。

カンボジアは、100年近くにわたりフラン

スの植民地であったが、ポル・ポトの時代を

含む複数の政権・体制変化を経たのち、近年、

民法関連は日本法、刑法関連はフランス法を

参考にして起草・立法され、一方、土地や投

資関連ではコモンローが採用されていること

などからも分かるように、現在、「法のパッ

チワーク」と呼ばれる状況を呈している。複

数の国からの、しかもオン・ゴーイングな継

受国と言える。法曹制度、法曹養成制度は、

ともに、近年、法整備支援関係国の支援でそ

の緒についたばかりである。伝統的に上座仏

教の影響が強い社会であり、前世に積み重ね

た功徳の結果が現世の姿や社会的地位を決定

すると考えられており、社会的不平等が前提

とされ、そこから帰結する流動的なパトロ

ン・クライアント関係が社会を形作っている。

女性は厳しい行為規範に従い忍耐強く従順に

夫を支えることが美徳とされ、伝統的な性役

割分業と男性優位社会の抑圧が強い。一方で

90年代には性産業が急速に増大しており、女

性は、貧困とジェンダーによって与えられる

位置付けのなかできわめて厳しい状況にある。

人身売買に関わる国としても悪名高い。急速

な市場経済の進展に伴い、貧富の差がますま

す拡大することが危惧されており、国の発展

の基礎となるべき公正で安定した司法制度の

構築は、現在大きな課題とされる。

このようなカンボジアの状況を概観したと

きまず予想されるのは、歴史と経済による規

定および「支援」という文脈により規定され

た状況がほとんどではないか、ということで

ある。確かにそうであろう。現在、カンボジ

アの法・司法についての文献の多くが「法整

備支援」の視点から執筆されており、そこに

おいてカンボジアは支援対象であっても、そ

れがそのまま日本と同様の枠組みで比較され

るべき対象国とはされていないことがほとん

どである。しかし、状況はまったく異なるも

のの、被支援国でもあるフィリピンは、ジェ

ンダーに関して異なる結果（GDI 90位、GEM45

位、G─G─I─6─位─）を導き出している。一方、日

本にも支援されているカンボジアは、GDI 131

位（日本 8位）、GEM83位（日本54位）であ

りながら、経済力がカウントされない GGI に

おいては日本よりわずかながらではあるが上

位（日本98位、カンボジア94位）にある。選

択した10カ国の GGI だけを見るならば、日本

は、カンボジア、日本、韓国（108位）とい

う下位グループを形成している3）。もちろん

批判も多い GGI だけを手掛かりとする比較は

やや極端であるとしても、また、実際には支

援の文脈に規定される事柄が多いとは思われ

るが、少なくともジェンダーに関しては、支

援・被支援の文脈だけからでは説明しえない

何かが存在する可能性を考えることもできる

というのが、第一の選択理由である。

また、第二に、次に述べるような、カンボ

ジアであればこそ存在しうる複数の意義も考

えられた。一つは、先に述べたような国際的

な流れの「見えやすさ」である。日本の CLE

が実際はグローバルな制度化のなかに位置し

変化の可能性をはらむはずのものであると述
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べたが、にもかかわらず、日本のそれは、一

見したところそのようなものには見えない。

これに対し、カンボジアが、現在、多数の国

際機関、国家機関や支援組織などから支援を

受けて行っている法曹養成・司法制度を含む

法と社会制度全般の変革は、グローバルな市

場化のただなかにあり、これらの国々や機関

の影響を直接に受けたものとなっている。こ

のような国際的な流れが実際にはどのような

ものであり、どのようなダイナミズムが働い

て形作られ影響し合って行くのかについて、

経済と社会の制度がある程度の強さを持つ日

本では見えにくいものが、より直接的な形で

見えるのではないかと考えられた。とりわけ、

カンボジアの場合は、法、司法制度、法曹教

育制度を送り出す現場を見ることも他に比べ

容易であり、送り出す側の論理と課題を含め

てこの流れを捉えることができるという点に

おいても、得がたい意義を持つ。

また、本研究は CLE とジェンダーの交差を

探るものであるが、ジェンダーに関しても同

じことが言える。南野・澤によるそれまでの

海外での聞き取りなどから、とくにジェン

ダーに関する領域においては、経済的に先進

国であるという理由で日本がこのような流れ

からまったく外されており、ある種の間隙に

取り残されたような状態にあるのではないか

という懸念が存在した。たとえば、アジア・

太平洋諸国においては、国際間における知識

や経験の移入もあって、ジェンダーに関する

権利に大きな影響を与えうる、パリ原則に基

づく国内人権機関が次々と設立されており、

その実効性の問題はおくとしても、国内人権

機関を持たないのは、現在、日本を含むわず

かの国になっている。もちろん、日本は支援

国であって被支援国ではない。しかし、ジェ

ンダーに関しては、多くの被支援国がジェン

ダー指標を上昇中のなか、先に見たように日

本は支援国でありながら急速にその相対的な

位置を転落させており、自らの位置付けに対

しての反省的かつより現実的な視点が必要と

考えられた。このような点からも、ジェン

ダー制度の国際的な送出機関の活動とその受

入を知る必要性も考えられた。

なお、第三の選択理由は以下である。現在、

日本は、カンボジアを含む複数のアジア諸国

に対して法制度や司法養成制度の整備支援を

行っている。なかでも日本によるカンボジア

支援の仕方は、従来の欧米や国際機関による

支援とは異なり、被支援国の取り組みを尊重

した法支援として高く評価されている。もち

ろん私たちには法整備支援全般を評価できる

知見の持ち合わせはないが、他方、既に見た

ように日本の遅れたジェンダー状況が存在す

るなかでのジェンダー関連の制度の送出につ

いては、一抹の危惧が存在する。法、法曹養

成制度において、ジェンダーに関わる事柄が

どのような形で CLE に映し出されているのか、

ということも見ておくべきではないかと考え

られた。

以上がカンボジアを調査対象とした理由で

ある。第一、第二の理由で明らかなように、

もとよりこれらは、いわゆる支援国の政策と

しての法整備支援のあり方等について論じよ
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うとするものではない。また、このような比

較、特に第一の比較は法・社会全体の比較を

必要とするものであり、本共同研究は最初の

手掛かりになるにすぎない。この共同研究は、

法曹継続教育とジェンダーというやや研究蓄

積が少ない分野での研究であり、その国での

法曹継続教育とジェンダーのあり方の現状と

課題を調査し、同時に、それぞれの国におけ

る現状と課題を規定するものを微力ながらも

検討することで、法曹養成とジェンダー、司

法とジェンダーについての示唆を得ようとす

るものである。本稿でも、これらのうちの一

部なりとも見えてくることを目的とし、調査

報告および共同研究の予備的研究として、現

時点での知見を整理する。

３．先行研究

アジア法研究、開発法学、法整備支援論等

全般において、近年の日本による法整備支援

の展開とともに、理論および制度の実証的研

究の蓄積と深化が顕著であり4）、カンボジア

における法整備支援についても、日本による

法整備支援に関わった研究者や専門家により、

現場からの報告だけでなく分析的な研究が急

速に著され始めている。法整備支援のなかで

も法曹養成支援については、『ジュリスト』

2008年 6 月15日号が「アジアにおける法整備

支援と日本の役割」と題して組んだ特集、お

よび、『法律時報』2010年82巻 1号の特集「法

整備支援の課題」に、法曹教育の現場で関

わった経験者自身による執筆がなされている。

（たとえば、柴田、2008、神木、2010）また、

これら以外にも、支援の中心となった独立法

人国際協力機構（JICA）のホームページや法

務省法務総合研究所国際協力部が発行する

ICD NEWS などに現場での貴重な取り組みの

記録が残されている。

このようななか、カンボジアの女性につい

ては、従来は雇用を中心とした内容を扱った

研究が中心的であったが、現在は、これに加

え、農村開発や人権に関する NGO 関係者・

経験者やこれらの研究者らによる分析が蓄積

されつつある。（たとえば、甲斐田、2006）

ジェンダーに関する法を直接の対象としたも

のとしては、トラフィッキング取締り法と

DV 防止法について、四本健二氏が詳しく紹

介している。（四本、2004）（四本、2007）カン

ボジアにおける女性の権利とその歴史につい

ても、同論文で紹介されている。（四本、2007）。

日本弁護士連合会が2002年から 3年間にわた

り行った弁護士養成のためのプロジェクトに

おいて、弁護士の継続教育及びジェンダー教

育を実施したとの記録があった。（矢吹、2008：

13）なお、日本のジェンダー法学とアジアの

関係については、神尾真知子氏が課題の指摘

を行っている。（神尾、2006）

４．調査の概要

次に今回の調査の概要を述べる。現在カン

ボジアの法曹養成を担うのは、2002年に設立

されたカンボジア王立裁判官・検察官養成校

（Royal School for Judges and Prosecutors, RSJP）

である。刑法・刑事訴訟法整備はフランスが

支援してきたため、これらの教育はフランス
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が担当し、日本は民法関連の教育を支援して

いる。また、弁護士養成については、弁護士

養成校（Center for Lawyers Training and

Professional Improvement of the Kingdom of

Cambodia, LTC）がこれを行っている。

本調査では、時間的制約から、法曹養成制

度とジェンダーについて、日本の支援に関連

する範囲に限定して調査することとなった。

また、カンボジア女性省が行う DV 防止法の

現役裁判官・検察官研修が存在することがわ

かり、これについても特に情報収集すること

とした。加えて、ジェンダーに関わる国際的

な機関や他国の援助機関の支援に関する状況

を知るため、これらの関係者からの情報収集

も目的とした。

以上のような目的から、聞き取りは、カンボ

ジア司法省、RSJP、LTC、カンボジア女性省司

法局、カンボジア国家女性評議会（Cambodian

National Council of Women）、ドイツ政府の援

助機関である GTZ（Deutsche Geselleschaft

für Technische Zusammenarbeit）、国連女性開

発基金（UNIFEM）、人身売買に関する NGO

などに対して、2008年 8 月、南野と澤が行っ

た。調査の設定は、JICA を通してお願いした

ものが大部分である。手配してくださった担

当者の方々にはひとかたならぬお世話になり、

感謝にたえない。

以下の章では、本調査で得た知見を中心に、

まず、日本の法整備支援とカンボジアの法曹

養成制度について概観したあと（第二章）、法

曹養成校におけるジェンダー・カリキュラム

と現職裁判官・検察官への研修を取り上げる

（第三章）。そのうえで、これらの課題につい

て整理を行ったうえで（第四章）、結語を述

べる（第五章）。

第二章　日本の支援と法曹養成制度

１．日本による法整備支援

フランス保護領となった1863年以来、植民

地時代および独立（1953年）後1975年まで、

カンボジアは法制度的にはフランスの強い影

響下にあった。しかし、1975年から1979年の

ポル・ポト支配の時代において法制度は完全

に破壊され、法律家は殺戮された。その後の

社会主義法の時代を経て、1989年に憲法が改

正され市場経済体制への移行を目指すことと

なった。1993年に国連カンボジア暫定統治機

構（UNTAC）のもとで憲法制定議会選挙が

行われ、カンボジア王国としての憲法が制定

され、政治、経済、法、社会制度の整備、そ

して自由市場経済化が急速に進められている。

カンボジアに対しては、1990年代以降、

good governance 進展を旗印に、アジア開発

銀行をはじめとした国際機関、多くの国々が、

多額の援助と人的・技術的支援を行っている

が、そのひとつに法整備支援がある。立法は

国際機関の援助のコンディショナリティでも

あったため、それら機関の支援のもと、また

各国政府（米国、カナダ、オーストラリア、

ドイツ、フランス、フィンランド、デンマー

クほか）もこれに加わり、1994年以降、投資

法、弁護士法、税法、労働法、土地法および

商事法分野の法整備が行われた。また、国際

養子縁組法、少年法、トラフィッキング取締
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り法などの、たとえばユニセフなど国際機関

とも関わりのある法なども整備されている。

1990年以降の欧米諸国による法整備支援

ブームのなか、やや遅れてこれに参入した日

本は、ベトナムへの支援に続き、1999年より

カンボジアの法整備支援を本格化した。この

ような法整備支援は、大日本帝国下での植民

地への強制的な法移植以外には法の移殖の経

験を持たず、歴史的には、中国、ドイツ、フ

ランス、アメリカからの法継受国であった日

本においては、非常に大きな期待と注目を

持って行われてきた。現在、日本は、ベトナ

ム、カンボジア、ラオス、ウズベキスタン、

インドネシア、中国などに対して法整備支援

を行っているが、なかでも、カンボジアへの

法整備支援は、法制定の支援にとどまらず、

法が実際に円滑に稼動するようになるための

仕組みである、司法制度の整備と法曹養成制

度を含むものである。支援の実施母体は JICA

で、JICA が技術協力として支援プロジェクト

を行い、これに対して法務省や日弁連、実定

法学者らが協力する、という形が中心になっ

ている。

JICA は、まず1999年より2003年までの 4年

間にわたって、カンボジア王国司法省をカウ

ンターパートとした法制度整備支援プロジェ

クトを開始した。このプロジェクトにおいて

は、民法と民事訴訟法の起草を行い、2003年

3 月には両法案の草案を司法大臣に提出して

いる。その後、同プロジェクトのフェーズ 2

として、2004年 4 月から同法の立法化支援、

経過規定など民法の適用に関する法律や関連

法の整備、他関連法案との調整、普及活動な

ど、法案作成の次の段階に必要な各種の調

整・作業に携わり、2006年 7 月には民事訴訟

法が公布、施行、2007年から適用されるに

至っている。また、民法も2007年12月に公布

された。このフェーズ 2も2008年で終了し、

現在は、 4年間にわたるフェーズ 3として、

民法関連の戸籍、登記、供託などの付属法令

の起草、民法や民事訴訟法の運用支援が予定

されている5）。

２．法曹養成制度支援の概要

カンボジア司法省は、従来弁護士会に任せ

ていた法曹教育のうち、裁判官・検察官の教

育については、これを独自の制度で行うもの

として、2002年11月にカンボジア王立裁判官・

検察官養成校（RSJP）を設立した。

刑法・刑事訴訟法整備はフランスが支援し

てきたため（2007年刑事訴訟法成立）、これ

らの教育はフランスが担当し、日本は、民法

関連の支援をすることとなった。カンボジア

国内には、RSJP 設立時、裁判官・検察官が

合わせて200人弱存在した。ポル・ポトの支

配でいったんは法律家がほとんどいなくなっ

たが、この人たちは、学校の教員など、法曹

として教育を受けていない者ながら、その後

の政府に簡単な研修を施され、裁判官・検察

官とした任命された人たちである。ゆえに、

人数は少ないにせよ、新規教育だけでなく、

既に法職にある者についても継続教育の必要

性があると考えられた。

法曹教育への日本の支援は、2005年11月に
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民事教育改善プロジェクトのフェーズ 1とし

て開始され、その後、2008年から2012年まで

続くフェーズ 2の段階に入っている。長期・

短期の専門家として、JICA スタッフだけでな

く、日本の裁判官、検察官などを、現地での

カリキュラム作成・運営、教官を養成する

スタッフとして常時数名送り出している。

なお、同一の養成校の中ではあるが、日仏

は完全な住み分けをしている。日仏以外にも、

アジア開発銀行が土地法、ユニセフが少年法

など、各ドナーが特別セミナーを申し入れて

きている。調査を行った2008年においては、

実質的には、カリキュラム運営、施設など、

あらゆる面でドナーの支援に依存している状

態にあった。

RSJP に入学するには、筆記と口述試験から

なる選抜試験に合格する必要がある。法学部

卒業生で30歳以下であること、または、大学

院の卒業生で35歳以下であることが、主たる

受験資格である。教育は 2年間行われ、一学

年60名前後卒業している。2005年から卒業生

を送り出しているので、2009年には国内の全

裁判官・検察官のうち、卒業生の割合のほう

が多くなる予定であった。一期生55名のうち

女性は 6名であった。大学での法学教育に専

門性がないために一から教える必要があり、

基本法のみ教える方針をとっている。

現在、RSJP は、現職の裁判官・検察官へ

の継続教育を行っており、受講は義務的では

あるが、実施はドナーに依存している。プノ

ンペンで開催され、手当てがあり、参加証明

は出るがとくに意味はなく、年功や昇進には

無関係である。期間は 1週間で、一日 5セッ

ション、民事法を 4 日（うち JICA は半日、

カンボジアが 3日半を担当）、DV 防止法を 1

日（ドイツがドナー）行っている。ただ、

2008年 8 月の段階では、教官が確保できずに

延期中であった。刑法関係の継続教育は、フ

ランスが行っており、順調なようである。ま

た、新立法に関しては法務省が独自にセミ

ナーを実施することとなっていた。

弁護士教育については、1995年に弁護士法

が制定され、一旦はアメリカの支援の下で弁

護士養成校（LTC）による弁護士養成が行わ

れるが、政変により中断し、日弁連の支援で

2002年に現在の弁護士養成校が復活している。

入学は、法学士の資格を有する受験者からの

試験による選抜であり、 6ヶ月間の法律事務

所での実務修習を含む 2年のカリキュラムが

組まれている。その後 1年のインターンシッ

プ期間が課されている。

なお、2002年の時点では、登録弁護士が約

250人（うち女性弁護士は、わずかとのこと

である）、うち実労約180人であった。2007年

までは 1年の養成期間で毎年50名の卒業生を

出していたが、2008年からは 2年になり35名

程度に減じている。LTC に対しては、日弁連

が2002年より支援を行っており、現在も日本

からの弁護士を送り出している。弁護士の継

続教育についても、その必要性が指摘されて

おり日弁連のプロジェクトに含められている

が、現在は実施していない。今後は民事に特

化して行う予定とのことであった。

RSJP，LTC ともに、教材不足、カリキュラ
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ム運営の人材不足など課題は多いが、もっと

も大きい課題が教官不足である。たとえば、

RSJP には専任の教官が一人もいない。現在

の教官は立法に関わった人たちであり、RSJP

では要職にあるが兼務である。日本人スタッ

フが直接教官をする限り、JICA は教官を送り

続けていなければならず、日本人は教官の養

成はしても自身が教えることはできるだけ避

けている。少ない卒業生（2008年の時点でま

だ 1、 2期生のみ卒業）のなかで優秀な人を

教官に養成しているが、彼らも全員兼務なの

で難しい。しかも、年功序列の社会なので若

い人にたとえ知識があっても、年上に教える

ことが困難、とのことであった。また、LTC

においても運営資金が乏しく、そのために優

秀な教官の配置がむずかしいとのことであっ

た。

第三章　ジェンダーに関する法曹養成

１．法曹養成校におけるジェンダー・カリ

キュラム

RSJP のカリキュラムにおいて、ジェンダー

一般に関する講義は存在しないが、2005年10

月に公布・施行されたドメスティック・バイ

オレンスの防止および被害者保護法（Law on

the Prevention of Domestic Violence against

Women）が、カリキュラムに含められており、

ドイツの援助機関であるGTZ がドナーとなり

この授業を担当している。2005年の 1期生に

は26時間、2006年はドナーがおらず実施せず、

2007年は実施、2008年は GTZ に依頼中、と

のことであった。これには、継続教育におい

ても 1日が充てられている。

日弁連は、2002年 9 月から2005年 8 月にか

けてのカンボジア王国弁護士会をカウンター

パートとした支援プロジェクトにおいて、

ジェンダー部を立ち上げている。2005年 5 月

には、日本からの弁護士たちが、弁護士、卒

業生、学生計152名を対象に二日間にわたり

ジェンダー・セミナーを行い、ジェンダーに

関する講義だけでなく、セクシュアルハラス

メントや DV について、法律相談のロールプ

レイを行って説明している。クメール語での

ジェンダーについての啓発リーフレットも配

布している。（日本弁護士連合会カンボディ

ア王国弁護士会司法支援プロジェクトチーム、

2006）ただし、2008年に面談した LTC の 8名

の学生のうち、ジェンダーという言葉を聞い

たことがあるという学生は一部に留まった。

２．女性省による現職裁判官・検察官への研

修

DV 防止法は2005年に成立したが、この法

の起草を行ったうえで実施を中心的に担当し

ているのが、女性省（Ministry of Women’s

Affairs）である。女性省の職員は、司法警察

としての資格を与えられ、被害者に代わり刑

事告訴を行う。また、女性省は、DV 防止法

が DV への対応を行う公務員への研修を定め

ているため、警察や現職裁判官・検察官への

DV 法研修も行っており、これは法曹への継

続教育に当るものであるため、簡単にまとめ

ておく。

カンボジアは、1992年に女性差別撤廃条約
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を批准しており、1993年には男女平等の憲法

制定、1998年には Ministry of Women’s and

Veterans’ Affairs を設立（2004年から女性省）、

2000年には、女性のための国家機関であるカ

ンボジア国家女性評議会（CNCW）を発足さ

せている。女性省は、1999年以降、政府内の

政策や開発計画や事業のすべてにジェンダー

の視点を組み入れるジェンダー主流化政策を

方針としてとっており、これに対し、日独を

中心とした複数の国や諸機関がそれぞれの形

で支援している。特に GTZ は、2000年から

始められたプロジェクトにおいて、女性省が

ジェンダー主流化政策をモニターする能力の

改善を目的としているが、そのなかで、女性

への暴力は家族内の問題ではなく犯罪である

ということを明らかにするために、女性省の

専門家、裁判官、検察、警察など司法関係者、

NGO を対象として活動している。GTZ は、

この啓蒙活動を行うトレーナーのためのマ

ニュアルを英語で作っているが、非常に具体

的で使いやすいものに思われた。（Coren, M.

Et al, 2005）

一方、女性省は、2005年に、GTZ，USAID，

CIDA（Canadian International Development

Agency），UNIFEM などの協力を得て、カン

ボジアにおける女性に対する暴力についての

詳細な調査を行い報告している。（Ministry of

Women’s Affairs, 2005）また、GTZ や他機関

の協力を得て、300頁以上にわたる DV 法の

解説書も発刊している。（Ministry of Women’s

Affairs, 2007）

研修の詳細についての女性省での聞き取り

によれば、警察には特にトレーニングが必要

なので、女性省から全国に10名の講師を派遣

しているとのことである。また、研修後の成

果を裁判でモニタリングしているが、理解に

ついては、最も深いのが現職裁判官、続いて

弁護士、最後に検察官となっている。特に、

研修の成果は裁判官において顕著であるが、

一方、民事であっても検察官は傍聴の必要が

あるのに、DV については来ていないことが

多く、現在、検察官への研修を強化している

とのことである6）。

第四章　カンボジアにおける法曹へのジェン

ダー研修：その課題

以上、簡単にではあるが、法曹養成制度支

援におけるジェンダー研修と行政による現職

裁判官・検察官への DV 研修を見てきた。カ

ンボジアにおけるジェンダーに関する法の導

入を、法曹（継続）教育というピンポイント

だけ、それも日本の支援を主眼に取り上げて

見たものであるが、以上の調査から読み取れ

る範囲で、そこでの課題を整理する。

１．法曹へのジェンダー研修の課題

二つの研修の聞き取りから明らかになった

ことは、あらゆる面にわたるドナーへの依存

である。特に RSJP においては、実際に深刻

な人材不足が存在するにせよ、カリキュラム

を組み、教育を行う主たるメンバーおよび教

員の人材養成の困難さが、JICA 担当者により

強調されていた。

研修のドナー依存は、研修内容における、
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ドナー間の競合の問題にも反映される。RSJP

においては、各ドナーが関連法のセミナーを

提案してくるが、カリキュラム設定の援助を

担当している JICA スタッフは、基本法であ

る民法の講義に相当の時間を割く必要があり、

提案をすべて受け入れるわけにはいかないと

述べていた。

一方、全般的なドナーへの依存のもう一つ

の帰結として、ジェンダーに関する研修につ

いては、たとえば研修担当者に向けて作られ

た GTZ の研修マニュアルの質の高さや日弁

連が行った研修からも窺えるように、質の高

さが確保されている可能性があることがあげ

られる。

２．法の支配と司法へのアクセス

法曹へのジェンダー研修の課題を考えると

き、他の調査国、たとえば、オーストラリア

では、継続教育の契機としての政治に対する

司法の独立、フランスでは、法のジェンダー

受容の仕方などの問題が重要な論点として

上ってきたが、カンボジアにおいて重要な

テーマとして注目されるのは、法の支配の問

題であろう。

日本にしても他の国際機関・各国政府にし

ても、現在のカンボジアへの援助は、グッ

ド・ガバナンス、法の支配の確立のため、と

いう前提で行われている。もちろん、法の支

配には複数の内容・位相が含められ、また、

世界銀行などが推進する「法の支配」の問題

性についても、多くの研究者により指摘され

ている。とはいえ、人ではなく法による支配

が行き渡ることがその中核にある。カンボジ

アにおける法の支配の重要性を示す一例とし

ては、たとえば、2004年12月のカンボジア支

援国会合が、翌年度会合までの制度改革の課

題として、裁判制度の基礎となる法制定だけ

でなく、新法制定または改正による以下の三

項目を挙げたことが、状況を理解する上での

一助となろう。司法の独立の確立、裁判官・

検察官の独立の確立、汚職の減少である。（坂

野、2005：177）

現在カンボジアにおいては司法改革が進め

られているが、従来、司法制度への人々の信

頼が薄く、裁判外の問題解決が図られること

が多いことは、様々な文献にも散見される。

公務員、警察官、教員に限らず、汚職により

裁判官自身が仲介者になり、僅かな金銭支払

いで裁判外で話を終わらせるなど裁判官の腐

敗に関する話も多い。月給40ドルと言われる

裁判官の給与を上げることでこれに対抗しよ

うとしたが、効果は見られていないようであ

る7）。

法の支配が確立していない所では、法曹教

育が行われ制度が整備されることが、必ずし

も法へのアクセスの保障・人々の権利の強化

に結びつかず、場合によれば、弁護士利用・

法利用の可能性が偏在してしまい、司法への

アクセスのさらなる不平等を招く可能性さえ

ある。実際、2002年に日弁連が行った調査で

は、国民の90％は弁護士を利用できる資力が

ない、という結果が出ている。（日本弁護士連

合会、2002：54）このような、司法制度の形

骸化の危惧をもはらむなかでの法曹教育であ
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ることを鑑みると、他の比較対象国と異なり、

法曹教育制度を検討する際には、常にこの「法

の支配」および「司法へのアクセス」の問題

を視野に入れて行かなければ、現実的なもの

とはなり得ない。制度整備の状況、カンボジ

アの司法制度改革の進展、現実の司法の独立

状況、リーガル・アクセスの状態、判決によ

る救済の可能性、人々の司法への信頼、市民

社会の成熟などが、総合的、多面的に検討さ

れる必要があろう。

３．カンボジアにおけるジェンダーに関する

法の導入

ここで、本調査を参考に、カンボジアへの

ジェンダー法の移植に伴って生じる理論的課

題を簡単に整理しておこう。

第一に、もともとジェンダーの視点は、近

代法じたいが性差別構造の促進の道具として

働く、ということを問題としてきた。それは、

リベラルな近代法の人権や市民という思想、

家族という思考の中に、歴史的に埋め込まれ

てきた排除や差別の形を取る場合もあれば、

公法や私法のような法の区分そのもののなか

に埋め込まれている場合のように、法のニュー

トラリティの裏に潜む場合もある。日本法や

西欧法の移植は不可避的にこのような性差別

構造の移植でもあり、この視点からの批判的

な検討は現代の法においては不可欠であるが、

他方、法制度の移植が先決の課題であり、ジェ

ンダーに関する法についても実効性や緊急性

が重要である支援の場においては、議論の余

地があろう。とはいえ、このような視点から

の検討は、現代の法の移植の際に欠かすこと

はできない。

第二に、特に日本法の移植についてである

が、日本法のようなやや遅れたジェンダーに

関する法を持つ国からの移植の場合、第一の

課題以前の問題として、遅れた制度の移植に

ならないか、という問題が生じる。

第三に、カンボジアの援助では特によく知

られているが、法のパッチワークの問題があ

る。これは、ドナー間競合の結果であり、援

助においては多く起こりうるものであるが、

現在、法支援全般において、これら競合によ

る問題をなくすための取り組みが開始されて

きている。ただ、ジェンダーの分野において

は、国際的に共有された規範が強いため、法

レベルにおいてのドナー間の摩擦の問題は、

他の分野に比べればそれほどには生じていな

いと考えられる。

第四に、ジェンダーに関わる法は、旧来の

権力関係、特に身近な場や文化によって規定

された場での権力関係の大きな変更を伴うも

のであり、どのように小さなものであろうと

もそこでの摩擦と抵抗の大きさは計り知れな

い。どのような形であるかは異なるであろう

が、受容に際しての課題が存在するであろう

ことについての認識が必要である。日本にお

いても、近年のジェンダー・バッシング論を

指摘するまでもなく、国家レベルでのジェン

ダー政策については概ねこれが進められる一

方、地域や生活の場、家族に密接するレベル

では、きわめて西欧的な思考と志向を持つも

のと図式化されたうえで強く非難されてきた。
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第五に、もちろん、移入されるジェンダー

法が、現実にカンボジアの実情に合っている

のか、という視点も必要である。先に触れた

ジェンダー法実施に際する摩擦と抵抗の大き

さ、法へのアクセスの不平等などにより、ジェ

ンダー法の移植が、法による抑圧、または更

なる状況の悪化に寄与していないかという観

点からの検討が必要であろう。

第六に、しかしながら、カンボジアでは、

DV だけでなく、レイプ、人身売買など、女

性への暴力が多く存在しており、ジェンダー

法の存在によって初めて最低限の人権保障の

可能性が生じる人々が多数存在する。制定さ

れた DV 防止法、トラフッキング取締り法が

より実効的なものになるための取り組みの重

要性も論じるまでもない。90年代以降このよ

うな法の制定を進めてきたのが、ユニセフ、

UNIFEM などの国際機関やカンボジアの人権

団体などであるが、今後もそこでのもっとも

有効な支援の形が、諸機関の協力で早急に模

索されるべきであるし、聞き取りにおいても、

実際ある程度その流れが存在しているように

は見受けられた。

なお、第四、第五の課題についてもう少し

敷衍しておこう。このようなジェンダーに関

する法を導入するに際して、実質的な意味で

その実効性を担保するためには、ローカルな

伝統文化との対立の中で、時にこれを抑えて

のジェンダーに関する意識を持つ主体の形成

の必要性を考えなければならない。ジェンダー

に関わる問題の場合には、被害の認識を行う

ためには、クレイミングの前の段階である「そ

れが（ジェンダーの存在ゆえに止むを得ない

ことであるのではなく）被害であると認識す

る意識」が導入される必要があり、この導入

方法の制度化という段階からの視点が必要で

ある。具体的には、個人の権利認識に始まり、

日常生活の中での家族・親族内での権利主張、

共同体や地域政治における、より制度化され

た場での権利主張、これを可能にする人権保

障の申し立て制度など、ミクロでローカルな

レベルからの権利意識形成と権利主張である。

インドでのフィールドワークによれば、旧来

の伝統文化の中で暮らす女性において、この

過程でのジェンダーに関わる権利主張の成功

経験が繰り返されることによって、自らの権

利の意識と主張に自信を持った主体形成がよ

り促進されている。（橋本、三輪、2007）規範

意識の形成において伝統的な性役割文化の力

が強い国々においては、司法制度の整備、司

法アクセスの確保や法曹におけるジェンダー

教育の貫徹とともに、権利意識を生み出しつ

つこれを掬い上げ保障する身近な制度の導入

と制度化が極めて大きな位置を与えられなけ

ればならない8）。

第五章　さいごに

法曹へのジェンダー研修という視点は、司

法制度のあり方とジェンダー概念の受容とが

交差する地点を模索するものである。カンボ

ジアの場合は、他の調査国に比べ、司法制度

自体がまだ形成初期の段階にあり、かつ、歴

史的な経緯からの腐敗の横行など、司法に対

する社会の側の圧倒的な影響力の大きさ、司
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法自体における問題性が散見された。一方、

ジェンダーに関する法についても、導入され

つつある。法曹教育におけるジェンダー教育

も、女性省での取り組みに見られるように、

警察官、検察官を含む人々の意識の啓蒙の段

階や NGO 活動を意識したものであった。こ

のような取り組みがどこまで継続するのか、

さまざまなレベルの共同体や個人に受容され

浸透するのか、効果はありうるのか、進めら

れつつある司法改革の中にある法制度・司法

制度・法曹教育にどのようにフィードバック

されうるのか、これからのグローバルな法整

備支援、ジェンダー支援の流れのなかでどの

ように変化していくのか、などについては、

カンボジア社会でのジェンダー受容の分析と

ともに、今後の課題である。

もう一点、カンボジア調査で明らかになっ

たことは、法曹教育が社会において持ちうる

意義の限界であろう。カンボジアでは、第四

章でみたように、法曹へのジェンダー教育が、

判決そして社会的正義へと反映される可能性

がきわめて相対的なものであることが理解さ

れた。カンボジアにおいてそれが十分な意義

を持ちにくいものであることは、調査着手前

からある程度予想されていたが、本稿で示し

たような他の理由もあり検討を開始した。現

在、とくに英米法諸国において制度化されつ

つある CLE におけるジェンダー研修では、

より効果的な教育方法が模索されつつある。

（南野、澤、2009）しかし、これまでの共同

研究では、これらの研修がどの程度まで意義

を持ちうるかという点については、法曹研修

直後のアンケート等による検証に関する情報

以外には、それほど情報収集の方法がなかっ

た。その理由としては、他の調査国において

は、CLE を開始せざるを得なくなった文脈の

なかで、当事者である法機関にとり CLE の実

効性が当然の前提とされてきた事例が多いこ

とが挙げられる。しかし、ジェンダーに関す

る法は文化にかかわる法でもあるため、裁判

官自身、法を使用する当事者自身をふくむロー

カルな制度の変更がもっともされにくい分野

と言う点を鑑みれば、研修内容の検証の必要

性は当然ながら、その効果と、その効果が判

決そして社会全体の中で持ちうる可能性につ

いても相当に慎重な検討が必要であろう。さ

もなくば、場合によれば CLE のジェンダー

研修は、ただの形だけのものになってしまい

かねない。しかし、そのためには、CLE とそ

の効果を、法曹関係者の意識・行為と判決や

司法のあり方の中で検証していく必要がある。

また、リーガルアクセスに関する法や法的支

援の実効性、ジェンダーに関するローカルな

レベルでの主体形成などをも視野に入れたう

えでの全体像を描いていく必要もあるだろう。

なお、本稿で見みたように、現在、法整備

支援、法曹養成支援が支援において重要な位

置を占めるなかで、CLE も国際的な潮流とな

りつつある。とりわけ英米法諸国においては、

途上国の援助における法曹養成を専門とする

スペシャリストらが存在し、しのぎを削って

いる。CLE に関わるこれらの潮流は、国際的

に競合する法整備支援の流れのなかでどのよ

うな位置を得て、グローバリゼーションのな
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かで被支援国だけでなく支援国に対しどのよ

うに機能しあい、そのなかでジェンダーはい

かなる位置を占めていくのであろうか。

現在のカンボジアは、公正な法と政治の制

度を作り出しつつ、かつ同時に、これを実効

化する市民社会の力をつけていく強い必要が

ある。司法を含めた法と政治の制度の公正を

保障し、そこでの権利を実効化しうるような

市民社会のあり方を模索する─これはジェン

ダーに関しては日本の課題でもある。

〔注〕

1 ）本共同研究に関わる現時点までの他の報告は

以下である。南野、内藤、澤、2008。澤、柿本、

南野、2009。南野、澤、2009。

2 ）本共同研究における対象国選定について、現

時点でのより詳しい論考として、南野、2010。

3 ）数字は2008年度のもの。UNDP Report 2008,

GGI はWorld Economic Forum Index 2008より。

4）カンボジアの法を扱ったこれらの著作として、

安田、2000、天川、2004、安田、孝注、2006、

香川、金子、2007、鯨京、2009、松尾、2009

など。

5）カンボジア民法、民事訴訟法は、JICA のウェ

ブサイトに掲載されている。

6）なお、女性省のジェンダー主流化政策には

JICA も強い支援を行っているが、聞き取り以

降の2010年 2 月には、女性省と司法省他の共

催で、現役の裁判官・検察官に対して、「国連

女性差別撤廃条約を裁判官・検察官に普及させ

るセミナー」が開かれている。（PGM プロジェ

クトニュース、2010年 2 月11日）

7）司法関係者におけるこれらの問題については、

佐藤、2010。カンボジア弁護士会を含むカンボ

ジア司法・社会における問題については、イン

タビュー対象者の一人でもあった神木弁護士が

指摘を行っている（神木、2010）。

8）前述のＧＴＺのマニュアルは、このような段

階からの意識啓蒙についてのものであった。

＊）本稿は、科学研究費補助金（基盤研究（B））

による研究（課題番号19330027）の成果の一部

である。
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〈Summary〉

This paper looks into Cambodia, where the fundamental introduction of legal and judicial systems

has been carried out rapidly since the 1990’s after its people and society were utterly destroyed by a

series of civil wars, with a focus placed on gender-related education of the legal profession.  After

sketching the reasons why Cambodia was chosen as a subject, the gender education in Japan’s

assistance in judicial professional training system and the government-provided training for judges

and prosecutors in the anti-domestic violence law are reported as Continuing Legal Education, and

their issues and the contexts in which they locate are summarized as preliminary research on the

gender perspectives in the continuing legal education in Cambodia.
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